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日向市公告第３号 
 

条件付一般競争入札の実施について 

 

このことについて、下記のとおり条件付一般競争入札を実施するので、参加を希望する場合は、 
届出書等を作成の上、提出してください。 
 
令和８年１月 20日 

日向市長  西村 賢 
 

１．競争入札に付する事項 

 （１）業 務 名  日向市学校給食搬送業務委託(令和８年度～令和１３年度) 

 （２）履行場所  日向市内 

 （３）履行期間  令和８年８月１日から令和１３年７月３１日まで（５年間） 

 （４）業務内容  別紙仕様書のとおり 

 

２．競争入札に参加する者に必要な資格 

本業務に係る入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

【入札参加資格】 

（１）日向市内に本店を有し、参加申込時において貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）

の規定に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けている法人であること。 

（２）令和７年度日向市建設業者等有資格業者名簿（業務委託）の「運送業務」部門に登載されてい

る者であること。 

【その他要件】 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の４の規定に

該当しない者であること。 

（２）手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著し

く不健全であると認められる者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者

でないこと。 

（４）民事執行法（昭和 54 年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国

税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者

でないこと、又は第三者の債権保全請求が常態となったと認められる者でないこと。 

（５）入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する関係がないこと。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合 

(ア) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第４号の２の親会社等（以下「親会社等」と 

いう。）と同条第３号の２の子会社等（以下「子会社等」という。）の関係にある場合 
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(イ) 親会社等を同じくする子会等社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ａ)については、会社等（会社法施行規則 

（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の 

一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更 

生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

(ア) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次 

に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。 

a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

(a) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員 

である取締役 

(b) 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(c) 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

(d) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執 

行しないこととされている取締役 

ｂ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ｃ 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい 

う。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務 

を執行しないこととされている社員を除く。） 

ｄ 組合の理事 

e その他業務を執行する者であって、a から d までに掲げる者に準ずる者 

(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第 64 

条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

 （ウ）上記（ア）又は（イ）と同視うる資本関係又は人間関係が認められる場合 

（６）本業務に係る公告日から落札が確定する日までいずれの日においても、市が発注する建設工事

等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱（昭和57年日向市告示第34号）

第 10 条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 

（７）本業務に係る公告日から入札日までのいずれの日においても、県が発注する建設工事等の契約

に係る入札参加者の資格に関する要綱（平成 20年宮崎県告示第 369 号）第 10 条の規定に基づく

指名停止を受けていない者であること。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第２号に規

定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。 

 

３. 入札・契約条項を示す場所及び期間 

（１）掲示場所 日向市 総務部 総務課   日向市本町 10 番５号 

（２）掲示期間 令和８年１月２０日（火）から令和８年２月１２日（木）まで 

        （土曜、日曜及び祝日を除き、8 時 45 分～16時 30 分（ただし、12 時～13時を除く）） 
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４.スケジュール 

実施内容 実施期間または期日 
公告 令和８年１月２０日(火) 
質問受付期間 令和８年１月２０日(火)～２月４日(水)１６時３０

分まで 
質問回答 令和８年２月 ６日(金)１７時まで 
入札参加届出書提出期限 令和８年２月 ４日(水)１６時３０分まで 
入札参加資格確認結果通知 令和８年２月 ６日(金)１７時まで 
開札 令和８年２月１２日(木)１０時 

 

５．入札参加届出書の交付等 

 日向市ホームページに記載するのでダウンロードすること。 

 

６．仕様書等の質問の受付・回答 

（１）提出場所 日向市学校給食センター学校給食係 

（２）提出期限 令和８年 ２月 ４日（水）１６時３０分まで 

（土曜、日曜及び祝日を除き、8 時 45 分～16 時 30 分（ただし、12 時～13 時を除く）） 

（３）提出様式 質問回答書(様式第１号） 

（４）提出方法 電子メールで『kyusyoku@hyugacity.jp』宛に送付すること。 

        ※電話により「質問書」の到着確認を必ず行うこと。 

（５）回答方法 質疑に関する回答は、令和８年２月６日（金）１６時３０分までに、市ホーム 

ページで公表する。個別の回答は行わない。 

（６）注意事項 ①電子メールの表題を「日向市学校給食搬送業務委託に関する質問」とし、本文中              

       に会社名、担当者名および連絡先を明記すること。 

        ②質問の内容を確認するため、本市から問い合わせる場合がある。 

        ③質問に対する回答は、仕様書の追加または修正とみなす。 

 

７．入札参加届出書の提出等 

（１）交付場所 日向市 総務部 総務課 契約係  日向市本町 10 番５号 

（２）提出期間 令和８年２月４日（水）１６時３０分まで 

        （土曜、日曜及び祝日を除き、8 時 45 分～16時 30 分（ただし、12 時～13時を除く）） 

（３）提出方法 持参に限る。 

（４）提出書類 下記のとおり 

    ① 条件付一般競争入札参加届出書 

    ② 一般貨物自動車運送事業許可書の写し 

     

８．入札の日時等 

（１）入札日時 令和８年 ２月１２日（木）10 時  

（２）入札場所 日向市役所 入札室（本庁舎 2 階） 
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９．入札の方法等 

（１）入札執行回数は 2回までとする。 

（２）入札者が 1 者のみの場合でも執行する。 

（３）入札提出に要する費用は、入札結果にかかわらず参加者の負担とする。 

（４）入札書の書き換え、引換え、撤回は認めない。 

（５）入札執行者は、不正行為や郵便事故等があった場合に入札の無効・延期・中止・取消を行うこ

とができる。 

 

１０．入札書の記載方法 

  落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該 

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格と 

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ 

ず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

１１．予定価格 

   この入札においては、予定価格は公表しない。 

 

１２. 入札保証金 

  入札保証金は、日向市財務規則（昭和 42 年規則第１号。以下「規則」）第 94条の規定による。 

 

１３．最低制限価格 

   この入札においては、最低制限価格を設定する。 

 

１４．落札者の決定方法 

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低価格を提示

した者を落札者とする。ただし、最低価格を提示した者が２人以上あるときは、くじにより落札者

を決定するものとする。 

 

１５．入札の無効に関する事項 

規則第 97条の３に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）虚偽の申請を行った者のした入札 

（２）入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において指名停止を受けている者 

等、入札参加資格の無い者のした入札 

（３）民法（明治 29 年法律第 89号）第 95 条の錯誤による入札であると入札執行者が認めた入札 

 

１６．その他 

本公告に定めのない事項については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、施行令、規則、要

領等の定めるところによる。 

１７．事務担当部局 
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【契約に関すること】 

〒883-8555 日向市本町 10 番 5号 

日向市 総務部 総務課 契約係       

TEL 0982-66-1010  E-mail  somu@hyugacity.jp 

 

【業務内容に関すること】 

  〒883-0033 日向市大字塩見 3016 番地 3 

  日向市教育委員会 日向市学校給食センター学校給食係 

  TEL 0982-55-0555  E-mail  kyusyoku@hyugacity.jp 

 

 

 


